
（軽自動車届出済証の交付を受けようとする場合） 

 

注 ⑴ ※印の欄には記入しないこと。 

⑵ 二輪の軽自動車（側車付二輪自動車を除く。）にあつては、乗車定員欄及び最大

積載量欄は記入しないこと。 

⑶ 届出者（使用者）は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することがで

きる。 

  

運輸監理部長又は運輸支局長 



（臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合） 

 

注 ⑴ ※印の欄には記入しないこと。 

⑵ 二輪の軽自動車（側車付二輪自動車を除く。）以外の軽自動車にあつては、乗車

定員及び最大積載量を備考欄に記入すること。 

⑶ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 

運輸監理部長又は運輸支局長 


